
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

自然人株主の配当金に対する個人所得税免除の状況 

 

1． 外国人株主 

 

「財政部、国家税務総局の個人所得税についての若干の政策問題に関する

通知」に基づき、外国籍を持つ個人が外商投資企業から得た配当所得は、

一時的に個人所得税を免除されます。 

 

2． 上場企業（NEEQ）の自然人株主 

 

財政部、税務総局、証監会の「全国中小企業株式譲渡システムの上場企業

の配当金の差別化に係る個人所得税政策の継続実施に関する公告」に基づ

き、個人は上場企業の株券を 1 年を超えて保有する場合、配当所得に対す

る個人所得税が一時的に免除されます。 

 

個人は上場企業の株券を1か月以下保有する場合、その配当所得の全額が

課税所得額に計上されます。1か月を超え 1年以下保有する場合、その配当

所得の 50%が一時的に課税所得額に計上されます。前述の所得はすべて

20%の税率で個人所得税を課されます。 

 

*上場企業とは、株券が全国中小企業株式譲渡システムに公開的に譲渡さ

れる非上場公衆会社です。株券保有期間とは、個人が上場企業の株券を取

得した日から当該株券を譲渡した日の前の日までの期間です。 

 

3． 上場企業の株券を保有する個人株主 

 

財政部、税務総局、証監会の「上場企業の配当金の差別化に係る個人所得

税政策についての問題に関する通知」に基づき、個人は公開発行及び譲渡

市場から取得した上場企業の株券を 1 年を超えて保有する場合、配当所得

に対する個人所得税が一時的に免除されます。 

 

個人は公開発行及び譲渡市場から取得した上場企業の株券を 1 か月以下

保有する場合、その配当所得の全額が課税所得額に計上されます。1 か月

を超え 1 年以下保有する場合、その配当所得の 50%が一時的に課税所得額

に計上されます。前述の所得はすべて 20%の税率で個人所得税を課されま

す。 
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もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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